
ヘイトスピーチを含む人種及び社会的マイノリティーへの差別を禁止する 

法整備を求める意見書 

 

国連人種差別撤廃委員会は８月29日、日本政府に対して、ヘイトスピーチ（憎悪表

現）問題に「毅然（きぜん）と対処」し、法律で規制するよう勧告する「最終見解」を

公表しました。 

日本が1995年に加入した「人種差別撤廃条約」では、参加国で差別が行われていな

いか、一定の期間を置きながら、国連の人権差別撤廃委員会が審査してきました。 

今回の「最終見解」は、日本への審査の総括として 、同委員会が８月29日に採択し

たものです。 最終見解は、日本のヘイトスピーチの状況にも言及しており、特に在日

韓国・朝鮮人 （コリアン）への人種差別的デモ・集会をする団体によるヘイトスピー

チの蔓延や、政治家・公人によるヘイトスピーチが報告されたことや、メディアでのヘ

イトスピーチの広がりなどについて、懸念が表明されています。さらに、そうした行為

が適切 に捜査・起訴されていないことも、懸念点だとしています。  

こうした懸念状況に対して、最終見解は、ヘイトスピーチを規制するための措置が、

抗議する権利を奪う口実になってはならないと指摘するとともに、「弱者がヘイトスピ

ーチやヘイトクライムから身を守る権利」を再認識するよう指摘しました。  

そして、人種及び社会的マイノリティーへの差別的な表明や差別的暴力に断固として

取り組むことや、メディアのヘイトスピーチと闘うため適切な手段をとること、そうし

た行為に責任のある個人・団体を訴追したり、ヘイトスピーチをする政治家・公人に制

裁を科すことなどを、政府に勧告しています。  

一刻も早く人種差別撤廃委員会の31項目の勧告を誠実に受けとめ、ヘイトスピーチ

を含む人種及び社会的マイノリティーへの差別を禁止する新たな法整備がなされるこ

とを、国立市議会として強く求めます。 

 

 
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出するものである。 
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